
  

掛川市告示第23号 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路区域を次のように決定する。 

 その関係図面は、令和８年３月25日から２週間、掛川市役所において一般の縦覧に供する。 

 

  令和８年３月25日 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   

 

NO 路  線  名 起    点 終    点 幅員（ｍ） 
延長

（ｍ） 

１ 
サンズテラス長谷イー

スト１号線 

掛川市長谷字三ノ坪

389-86 

掛川市長谷字三ノ坪

389-20 
6.5～13.6 152.4 

２ 
サンズテラス長谷イー

スト２号線 

掛川市長谷字三ノ坪

389-66 

掛川市長谷字三ノ坪

389-24 
6.0～13.1 359.0 

３ 
サンズテラス長谷イー

スト３号線 

掛川市長谷字三ノ坪

389-29 

掛川市長谷字三ノ坪

389-25 
6.0～13.1 62.9 

４ 
サンズテラス長谷イー

スト４号線 

掛川市長谷字三ノ坪

389-37 

掛川市長谷字三ノ坪

389-34 
6.0～13.1 62.7 

５ 
サンズテラス長谷イー

スト５号線 

掛川市長谷字三ノ坪

389-67 

掛川市長谷字三ノ坪

389-71 
6.0～14.6 83.5 

６ 
サンズテラス長谷イー

スト６号線 

掛川市長谷字三ノ坪

389-77 

掛川市長谷字三ノ坪

389-97 
6.0～16.4 64.6 

７ 綱田橋通り３号支線 
掛川市下垂木字一丁

田1854-12 

掛川市下垂木字一丁

田1854-6 
6.0～10.2 47.4 

８ 上西郷工業団地線 
掛川市上西郷字滝ノ

谷8069-1 

掛川市上西郷字中ノ

谷6553-4 
9.0～16.0 1273.0 

９ 大渕28号線 大渕字浜3864-1 大渕字前浜1456-295 3.3～5.0 312.0 

 


